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平
成　

年
４
月
か
ら
の
国
民
年

14

金
保
険
料
免
除
制
度
改
正
に
伴

い
、
免
除
申
請
が
承
認
さ
れ
た
方

の
免
除
申
請
書
提
出
期
間
が
変
更

に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
学
生
納
付
特
例
申
請
書

の
提
出
期
間
は
変
更
に
な
り
ま
せ

ん
。

■
全
額
免
除
お
よ
び
半
額
免
除
を

承
認
さ
れ
た
方
の
免
除
申
請
書
提

出
期
間
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
の
全
額
免
除
を
承

14

認
さ
れ
た
方
お
よ
び
半
額
免
除
を

承
認
さ
れ
た
方
で
、
引
き
続
き
免

除
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
平
成

　

年
７
月
〜
８
月
末
日
に
国
民
年

15金
保
険
料
免
除
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
期
間
を
過
ぎ
て
申
請
す
る

と
、
申
請
し
た
月
の
前
月
か
ら
と

な
り
、
１
年
間
（
７
月
〜
翌
年
の

６
月
）
の
免
除
期
間
が
承
認
さ
れ

ま
せ
ん
。

■
学
生
納
付
特
例
申
請
書
の
提
出

期
間
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
の
承
認
を
受
け
て

14

い
る
方
お
よ
び
初
め
て
申
請
さ
れ

る
方
で
、
平
成　

年
度
の
１
年
間

15

（
４
月
〜
翌
年
３
月
）
学
生
納
付

特
例
期
間
の
承
認
を
受
け
た
い
場

合
に
は
、
４
月
〜
５
月
末
日
に
学

生
納
付
特
例
申
請
書
の
提
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
期
間
を
過
ぎ

て
申
請
す
る
と
、
申
請
し
た
月
の

前
月
か
ら
と
な
り
、
１
年
間
の
学

生
納
付
特
例
期
間
が
承
認
さ
れ
ま

せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
保
険
年
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（
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�
内
線　

、
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、
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■
制
度
の
趣
旨

　

中
小
企
業
従
業
員
退
職
金
等
共

済
制
度
は
、
昭
和　

年
４
月
に
旧

４６

田
無
市
で
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
制
度
は
、
中
小
企
業
者
の
相
互

扶
助
と
市
が
主
体
と
な
っ
た
安
定

的
運
営
に
よ
り
、
大
企
業
と
比
較

し
て
退
職
金
制
度
を
独
自
に
持
つ

こ
と
が
困
難
な
中
小
・
零
細
企
業

の
退
職
金
制
度
を
確
立
す
る
た
め

に
発
足
し
た
も
の
で
す
。

■
制
度
の
概
要

　

共
済
契
約　

市
内
に
事
業
所
・

（１）事
務
所
を
も
つ
中
小
企
業
（
共
済

契
約
者
）
が
加
入
し
、
加
入
企
業

の
全
従
業
員
（
被
共
済
者
）
が
給

付
を
受
け
る
対
象
者
と
な
り
ま
す

（
現
在
、
新
規
加
入
の
受
け
付
け

は
停
止
し
て
い
ま
す
）。

　

共
済
掛
金　

１
人
月
額
千　

円

（２）

200

（
１
口
・
最
高　

口
ま
で
・
事
業

10

主
負
担
）

※
事
業
主
の
負
担
す
る
掛
金
は
、

法
人
企
業
の
場
合
は
損
金
、
個
人

企
業
の
場
合
は
必
要
経
費
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
全
額
控
除
で
き
ま
す
。

　

退
職
給
付
金
等　
 
被
共
済
者

（３）の
退
職
時
に
退
職
一
時
金
、
契
約

解
除
時
に
解
約
手
当
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
退
職
一
時
金
は
、「
退
職

所
得
」
解
約
手
当
金
は
「
一
時
所

得
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

※
「
退
職
所
得
」
…
退
職
金
等
を

い
い
、
他
の
所
得
と
分
離
し
て
所

得
税
が
か
か
り
ま
す
。
収
入
金
額

か
ら
そ
の
人
の
勤
続
年
数
に
応
じ

て
計
算
し
た
退
職
所
得
控
除
額
を

差
引
い
た
残
り
の
２
分
の
１
の
金

額
が
、課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
「
一
時
所
得
」…
一
時
的
な
性
質

の
所
得
を
い
い
、
収
入
金
額
か
ら

特
別
控
除
額
を
差
引
い
た
金
額
の

２
分
の
１
額
を
他
の
所
得
（
給
与

所
得
等
）
と
合
計
し
、
こ
れ
を
総

所
得
金
額
と
し
て
税
金
を
計
算
し

ま
す
。

■
制
度
の
経
過
と
今
後
の
見
込
み

　

制
度
改
正
の
経
過

（１）
　

制
度
発
足
当
時
は
、
高
度
成
長

期
の
も
と
、
高
い
運
用
利
回
り
に

よ
り
退
職
一
時
金
の
給
付
ベ
ー
ス

も
７�
を
超
え
る
高
水
準
を
保
っ

て
い
ま
し
た
が
、バ
ブ
ル
崩
壊
後
、

低
金
利
の
影
響
を
受
け
て
財
政
運

営
は
徐
々
に
厳
し
い
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

平
成
５
年
度
か
ら
単
年
度
収
支

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
基
金
を
取

り
崩
す
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
当

時
は
金
利
上
昇
に
対
す
る
期
待
感

も
あ
り
ま
し
た
が
、
運
営
審
議
会

の
答
申
を
踏
ま
え
て
、
平
成　

年
12

４
月
に
次
の
よ
う
な
制
度
の
大
幅

な
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
１
口
あ
た
り
の
掛
金
の
引
き
上

げ
（
千
円
→
千　

円
）　

200

②
市
負
担
金（
特
別
会
計
繰
入
金
）

を
再
開

③
新
規
加
入
・
増
口
の
停
止　

④
給
付
水
準
の
引
き
下
げ
（
7
・

6�
→
1
・
0�
）

　

平
成　

年
制
度
改
正
後
の
退
職

12

一
時
金
の
額
は
図
１
の
よ
う
な
計

算
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
財
政
状
況
の
見
込
み

（２）
　

平
成　

年
度
に
大
幅
な
改
正
を

１２

行
い
ま
し
た
が
、本
制
度
の
財
政

運
営
は
今
後
も
極
め
て
厳
し
い
状

況
が
続
く
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

①
基
金
残
高
の
不
足

　

平
成　

年
度
末
の
基
金
残
高
と

１３

次
年
度
繰
越
金
を
加
え
た
額
は
１

億
７
千　

万　

円
で
す
。
毎
年
度

７２７

７７９

の
収
入
と
支
出
と
の
差
額
が
約
５

千
万
円
か
ら
７
千
万
円
生
じ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
を
基
金
か
ら
取
り
崩
し
て
い

く
と
、
平
成　

年
度
中
に
は
基
金

16

残
高
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
ま
す
（
図
２
参
照
）。

②
制
度
全
体
の
不
足
額

　

制
度
に
加
入
し
て
い
る
被
共
済

者
（
従
業
員
）
全
員
が
一
度
に
退

職
し
た
場
合
に
支
払
う
べ
き
金
額

を
「
責
任
準
備
金
」
と
い
い
ま
す
。

平
成　

年
度
末
時
点
で
の
責
任
準

13

備
金
は
約
９
億
４
千
万
円
と
算
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
の
資

産
で
あ
る
上
記
①
の
1
億
７
千　
７２７

万　

円
と
の
差
額
は
、
約
７
億
６

７７９
千
万
円
あ
り
、
こ
の
金
額
が
、
制

度
と
し
て
準
備
し
て
お
く
べ
き
金

額
と
比
較
し
て
不
足
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
共
済
契
約
者
（
企
業
）
が

継
続
し
て
共
済
制
度
に
納
入
し
て

い
る
掛
金
は
、
今
後
退
職
す
る
被

共
済
者
（
従
業
員
）
の
退
職
一
時

金
に
充
当
（
図
1
の
Ｂ
部
分
）
さ

れ
る
た
め
、
こ
の
不
足
額
は
、
金

融
環
境
が
劇
的
に
変
化
し
、
金
利

に
よ
っ
て
基
金
が
大
幅
に
増
え
る

よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
限
り
、

減
る
こ
と
は
見
込
め
ま
せ
ん
。

　

運
営
審
議
会
は
、
平
成　

年
度

12

の
制
度
改
正
を
踏
ま
え
、
こ
の
制

度
を
終
わ
ら
せ
て
い
く
方
向
で
そ

の
手
段
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
を
目
指
し
て
審
議
を
開
始
し
ま

し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
計
８
回
の
審
議
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

審
議
会
に
お
け
る
主
な
論
点

（1）①
清
算
方
法
と
し
て
、
直
近
の
時

期
に
全
て
清
算
し
て
制
度
を
終
わ

ら
せ
る
か
、
被
共
済
者
が
給
付
金

を
退
職
所
得
と
し
て
受
け
取
れ
る

形
で
継
続
し
な
が
ら
順
次
清
算
し

て
い
く
か　

②
制
度
を
清
算
し
た

場
合
の
給
付
金
に
対
す
る
課
税

③
国
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

度
へ
の
移
行　

④
制
度
の
清
算
と

企
業
内
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
問

題　

⑤
制
度
を
継
続
し
た
場
合
の

見
込
み
と
不
足
額

　

今
後
の
運
営
審
議
会

（2）
　

こ
れ
ま
で
の
審
議
等
を
踏
ま

え
、
平
成　

年
度
に
４
回
審
議
会

15

を
開
催
し
、
上
半
期
に
は
答
申
を

い
た
だ
く
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
夏
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
で
実
施
し
ま
し
た
、
西
東
京

市
農
業
振
興
計
画
策
定
の
た
め
の

「
市
民
意
識
調
査
」
お
よ
び
「
農

家
意
向
調
査
」
の
結
果
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
概
要
を
お
し
ら

せ
し
ま
す
。

■
市
民
意
識
調
査

　
　

歳
以
上
の
市
民
２
千
人
を
無

16
作
為
抽
出
し
、
約　

㌫
の
方
か
ら

50

回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

主
な
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

◎
農
業
・
農
地
へ
の
評
価
は
高

く
、
安
全
安
心
な

農
産
物
を
求
め
て

い
る
。

◎
市
内
農
産
物
の

入
手
意
向
が
高

く
、
直
売
だ
け
で

な
く
、
日
ご
ろ
利
用
す
る
ス
ー
パ

ー
等
で
の
販
売
の
希
望
も
多
い
。

◎
農
業
体
験
意
向
は
高
く
、
農
作

業
の
手
伝
い
を
希
望
す
る
市
民
も

い
て
、
農
家
と
の
交
流
を
求
め
て

い
る
。

■
農
家
意
向
調
査

　

市
内　

戸
の
農
家
を
対
象
に
、

314

ほ
と
ん
ど
の
農
家
か
ら
回
答
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
主
な
結
果
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

◎
農
業
継
続
意
向
は
高
い
が
、
相

続
税
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

◎
畑
へ
の
不
法
投
棄
な
ど
市
民
の

農
業
へ
の
理
解
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

◎
販
売
方
法
は
多
様
化
す
る
傾
向

が
あ
り
、有
機
、無
・
減
農
薬
栽
培

を
志
向
し
て
い
る
。

◎
農
産
物
の
販
売
や
地
域
の
行
事

等
を
通
し
た
市
民
と
の
交
流
の
意

向
も
あ
る
。

　

こ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
策
定
す
る
西
東
京
市
農
業

振
興
計
画
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
を
ま
と
め
た
『
西

東
京
市
農
業
振
興
計
画
策
定
委
員

会
調
査
報
告
書
』
は
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
田
無
庁
舎
１
階
・
保

谷
庁
舎
１
階
）
お
よ
び
各
図
書
館

で
閲
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◆
産
業
振
興
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1441

農
業
に
関
す
る
意
識
調
査
の

農
業
に
関
す
る
意
識
調
査
の

結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

国国
民民
年年
金金

保
険
料
免
除
申
請
書

お
よ
び
学
生
納
付

特
例
申
請
書
の
提
出

中
小
企
業
従
業
員
退
職
金
等
共
済
制
度

中
小
企
業
従
業
員
退
職
金
等
共
済
制
度

制
度
の
概
要
と
審
議
会
の
審
議
経
過
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

制
度
の
概
要
と
審
議
会
の
審
議
経
過
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

中
小
企
業
従
業
員
退
職
金
等
共
済
制
度
に
つ
い
て
は
、平
成　

年
１３

　

月　

日
号
の
市
報
で
、そ
の
現
状
と
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
し

１０

１５

た
。そ
の
後
、運
営
審
議
会
で
は
、今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
、審
議

を
続
け
て
い
ま
す
。市
で
は
、今
後
の
審
議
お
よ
び
答
申
を
踏
ま
え
、

方
針
を
定
め
、こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

今
回
は
、
制
度
の
概
要
と
運
営
審
議
会
の
審
議
経
過
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◆
産
業
振
興
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1441

制
度
の
概
要

運
営
審
議
会
の
審
議
経
過

図１  　制度改正後の退職一時金

退職一時金の支給額＝Ａ＋ａ＋Ｂ�

改正時点にお�
ける旧給付表�
による支給額�
（改正日以後�
の金利除く）�

加入日� 12年改正� 退職�

Ｂ�
改正後の給付表によ�
る支給（金利含む）�
（１％）�

Ａ�

Ａの金利�
相当分�
（0.3％）�

ａ�ａ�改正前の給付表によ�
る支給（金利含む）�
（7.1％～7.6％）�

改正前の給付表によ�
る支給（金利含む）�
（7.1％～7.6％）�

支
　
給
　
額�

加　入　年　数�

図２  　基金残高の見込み

13年度末

2億

1億5千万

1億

5千万

0

－5千万

－1億
14年度末 15年度末 16年度末

　

は
な
バ
ス
に
無
料
で
乗
車
で
き
る
現
行
の
制
度
を

来
年
3
月　

日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

３１

　

対
象
と
な
る
方
は
、
次
の
①
〜
⑤
の
方
で
す
。

①
�福
 

医
療
証
を
所
持
し
て
い
る
方
お
よ
び
介
助
者

②
老
人
医
療
受
給
者
証
を
所
持
し
て
い
る
方
お
よ
び

介
助
者

③
高
齢
受
給
者
証
（
各
保
険
者
が
交
付
）
を
所
持
し
て

い
る
方
お
よ
び
介
助
者

④
シ
ル
バ
ー
パ
ス
保
持
者

⑤
車
椅
子
の
介
助
者

　

ご
乗
車
の
際
は
、
①
〜
④

の
い
ず
れ
か
の
証
を
ご
提

示
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
介
助
者
の
方
は
、

そ
の
旨
を
運
転
手
に
申
し

出
く
だ
さ
い
。

◆
交
通
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４７１

基
金
残
高

収
支
差
額

�������������
�������������


